
令和８年度先進加工技術力向上支援事業業務委託仕様書 

 

 

１ 業務名 

令和８年度先進加工技術力向上支援事業業務 

 

２ 業務の目的 

本県のものづくり企業が今後成長を期待されるキーテクノロジー分野で必要な技術革新に遅滞

なく対応していくため、キーテクノロジー分野で必要とされる先進加工（高精度（超高精度）加

工、難加工等）技術に対応できる人材の育成及び非専門職人材も対象とした基礎的・体系的な人

材の育成を行う。 

 

３ 業務の内容 

（１）先進加工技術力向上セミナー 

① 最新技術動向セミナー 

３次元積層技術、複合材成型、精密加工、表面処理・溶射等の最新の先進加工技術に関す

るセミナーを開催する。（３回程度開催） 

② 加工技術フォローアップ 

セミナー等に参加した企業を中心に、加工技術の習得についてフォローアップを行い、企

業の技術力向上・定着を支援する。 

（２）基礎加工技術習得研修 

グリーン化・デジタル化など急速に変化する市場環境に対応するため、非専門職人材も含

め、幅広い分野において基礎的、体系的かつ実践的な研修等を行うことにより、新技術等を

効率的に事業化することのできる人材の育成を図る。（２０コース程度開催） 

 

４ 完了報告書等の提出 

業務が完了したときは、速やかに業務完了報告書を県に提出すること。 

 

５ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

６ 委託限度額 

８，７５７，６２６円（うち消費税及び地方消費税の額７９６，１４８円） 

 

７ 業務に係る留意事項 

（１）業務の実施に当たっては、県と十分協議し、県の指示に従うこと。 

（２）専門的知識を有する職員を配置するなど必要な実施体制を組むとともに、業務の進捗を管理

する責任者や会計、庶務に関する担当者を明確にするなど、組織体制を整えた上で、必要な関

係職員を配置し、効率的な業務の推進に努めること。 

（３）セミナー内容については、自社製品や自社サービスの紹介が主とならないよう留意すること。 

（４）業務に関する出納を明らかにするため、その支出を証する書類を整理し、経理についての帳



簿を備え、業務が完了した日から５年間保管すること。また、県が帳簿の提示等を求めたとき

は、速やかに対応すること。 

（５）業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ県

の承認を受けた場合は、当該業務を効果的に遂行することのできる者にその一部を再委託する

ことができる。 

（６）県、受託者双方の責めに帰することができない事由によって業務を遂行することができなく

なったときは、双方が協議してこの業務委託契約を解除し、又は変更することができる。 

（７）受託者が業務を履行しない場合において、県が相当の期間を定めて受託者に催告し、その期

間内に当該履行がないときは、県は、業務委託契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における業務の不履行が取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。ただし、次に掲げる場合には、県は、催告をすることなく、直ちに業務委託契約

を解除することができる。 

ア 業務の全部の履行が不能であるとき。 

イ 受託者が業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

ウ 業務の一部の履行が不能である場合又は受託者が一部の履行を拒絶する意思を明確に表

示した場合において、残存する部分のみでは業務の目的を達成することができないとき。 

（８）上記（７）の規定にかかわらず、県は、受託者が次のいずれかに該当するときは、業務委託

契約を解除することができる。 

ア 役員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

９条第２１号ロに規定する役員をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団員等（岡山

県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号。以下「条例」という。）第２条第３号

に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

イ 役員等が暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

等の統制下にあると認められるとき。 

ウ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

エ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社

会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められる

とき。 

（９）受託者は、業務の実施に際して知り得た事実を他人に漏らしてはならない。ただし、あらか

じめ県の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

８ その他 

業務の実施に当たり、業務委託契約書又は本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容につい

ては、県と受託者が協議を重ねながら実施するものとする。 


